
38 農地・水・環境保全向上対策
【２３，３１７（２７，７２４）百万円】

対策のポイント
地域ぐるみで農地・農業用水等の資源を効果的に保全・向上する共同活動と

先進的な営農活動を実施する地域を支援します。

＜背景／課題＞

・農地・農業用水等の資源は、過疎化・高齢化等の進行に伴う集落機能の低下により適

切な保全管理が困難となってきています。

・また、環境問題への国民の関心が高まる中で、我が国農業を環境保全を重視したもの

に転換することが求められています。

・これらを踏まえ平成１９年度に創設された農地・水・環境保全向上対策の実施にあた

っては、効果や課題を適切に検証し、広く国民の理解を求めながら推進することが必要

です。

政策目標

地域資源の保全のための共同活動等に取り組む面積の維持・拡大

を目指す（Ｈ20年度実績136万ha）

＜内容＞

１．農地・水・環境保全向上対策

農地・農業用水等の資源を保全・向上する地域ぐるみの共同活動と化学肥料や化

学合成農薬の使用を大幅に低減する先進的な営農活動を実施する地域を支援します。

農地・水・環境保全向上対策 ２３，２０４（２７，７０４）百万円

補助率：定額（単価：都府県の水田4,400円/10a(うち国の支援額2,200円/10a)等

事業実施主体：地域協議会、地方公共団体

２．農地・水・環境保全向上対策評価検討事業（拡充）

（１）農地・水・環境保全向上対策の評価に関する検討調査委託（拡充）

農地・水・環境保全向上対策の定量的・定性的な効果について調査・分析を実

施します。

（２）農地・水・環境保全向上対策環境保全型農業推進調査事業（新規）

環境保全効果の高い多様な農業生産方式の導入が農業経営に及ぼす影響やその

効果等の調査・分析を実施します。

農地・水・環境保全向上対策評価検討事業 １１３（２０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：（１）国、（２）民間団体

お問い合わせ先：

１、２（１）の事業 農村振興局農地資源課（０３－６７４４－２４４７（直））

２（２）の事業 生産局農業環境対策課（０３－３５９３－６４９５（直））


